
 

 

都市税財源の充実確保に関する重点提言 
 

地方分権確立の基礎となる都市税財源の拡充に向けて、国は、次の事項の実現につ

いて積極的かつ適切な措置を講じられたい。 

 

１．地方税財源の充実強化  

（１）地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、税源移譲による

国・地方の税源配分「５：５」の実現を図ることにより、地方の財政自主権を拡

充すること。 

また、都市自治体が行う住民生活に直結した行政サービスの財政需要の急増と

多様化に迅速かつ的確に対応できるよう、一般財源を充実確保する観点から、税

源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。 

（２）国・地方を通じた法人関係税収は、都市自治体の行政サービスを支えるうえで

重要な財源となっており、更に法人実効税率を引き下げるに当たっては、恒久減

税による減収は恒久財源で補てんすることを基本とし、地方の財政運営に支障が

生じることのないよう必要な税財源措置を講じること。 

（３）消費税率（国・地方）10％段階で法人住民税法人税割の交付税原資化を更に進

めるに当たっては、都市自治体の意見を十分に踏まえること。企業誘致や地域の

産業経済活性化のための様々な施策を通じて税源涵養を図っている都市自治体

の努力が損なわれることのないよう十分配慮すること。 

   法人住民税法人税割の交付税原資化については、地方消費税率の引上げに伴う

地方団体間の財政力格差を是正するために創設されたものであり、これを地方一

般財源の不足に対する確保策としないこと。 

（４）持続的な社会保障制度を構築し、その安定財源を確保するため平成 29 年４月

に消費税率（国・地方）を 10％に改定することとなっているが、税率 10％時に

導入するとされている軽減税率制度については、対象品目選定の公平性、困難性、

社会保障財源確保への影響等様々な課題があることから慎重に検討すべきであ

り、実際に導入する際には、都市自治体の社会保障施策の推進に影響が生じるこ

とのないよう確実に代替財源を確保すること。 

（５）償却資産に対する固定資産税については、国の経済対策等の観点から、制度の

根幹を揺るがす見直しは断じて行うべきではなく、現行制度を堅持すること。 

（６）ゴルフ場利用税については、その税収の７割が交付金としてゴルフ場所在市町



 

 

村に交付されており、市町村のゴルフ場関連の財政需要に対応するとともに、特

に財源に乏しい中山間地域の当該市町村にとっては貴重な財源となっている。ま

た、18 歳未満、70 歳以上及び障がい者並びに国体のゴルフ競技及び学校の教育

活動は非課税とするなど、生涯スポーツの実現にも十分に配慮しながら課税して

おり、当該市町村の財源確保のためにも現行制度を堅持すること。 

（７）消費税率（国・地方）10％段階における車体課税の見直しに当たっては、自動

車取得税については、その税収の７割が市町村に交付されている重要な財源であ

ることから、都市財政運営に支障が生じることのないよう、確実に代替財源を確

保すること。 

また、自動車税・軽自動車税の環境性能割の導入については、新たな税制上の

仕組みであり、納税者への十分な周知期間を設けるとともに、課税体制の整備に

相当の期間を必要とすることから、平成 28 年度税制改正において具体的な制度

設計を行うこと。 

（８）自動車重量税については、税収の４割が市町村に譲与されている現状を踏まえ、

その見直しに当たっては、都市財政運営に支障が生じることのないよう、所要の

財源を確保すること。 

（９）地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例による上乗せ分については、

地球温暖化対策など環境施策において都市自治体の果たしている役割等を踏ま

え、その一部を地方へ譲与すること。 

 

２．地方交付税総額の確保と法定率の引上げ 

（１）地方創生への積極的な取組をはじめ、医療・介護等の社会保障、施設の老朽化

や防災・減災対策を含めた社会資本整備、地域の人口動態や行政区域の拡大等に

伴う新たな対応など、都市自治体の行政運営に必要な財政需要については、単独

事業を含め的確に地方財政計画に反映させ、必要な地方交付税総額を確保し、地

方交付税の持つ財源調整・財源保障の両機能を強化すること。 

（２）恒常的な地方交付税の財源不足については、臨時財政対策債によることなく、

地方交付税の法定率の引上げ等により対応するとともに、地方の固有財源である

「地方交付税」を特会直入とする「地方共有税」に変更すること。 

 

３．地方創生の実現に向けた財源の充実 

（１）地域の実情に応じたきめ細かな施策が実施できるよう、「まち・ひと・しごと



 

 

創生事業費」の拡充を図ること。 

（２）地方版総合戦略に盛り込まれた施策を具現化し、地方創生を成果あるものとす

るため、平成 28 年度当初予算において、その内容や規模について、地方の意見

等を十分に踏まえる形で、新型交付金を確実に創設すること。 

また、同交付金は、自治体間の連携や産学官等の多様な主体の参画促進など、

地方創生を深化させる都市自治体の施策に活用可能な、対象分野、対象経費の制

約を排除した、自由度が高く継続的なものとし、新型交付金に係る地方の財政負

担については、地方団体が着実に執行することができるよう、「まち・ひと・し

ごと創生事業費」とは別に、地方財政措置を確実に講じること。 

 

４．財政健全化に向けた歳出改革 

（１）地方歳出の大半は法令等に義務付けられた経費であることを十分に踏まえ、国

の制度や法令の見直しを行わずに地方の歳出を見直すことは断じて行わないこ

と。 

（２）地方歳出の効率化を議論する場合は、地方の財政力や行政コストの差は、人口

規模や高齢化率、経済情勢、地理的条件など、歳出削減努力以上の差によるとこ

ろが大きく、一律の行政コスト比較にはなじまないことに十分留意すること。 

特に地方交付税の基準財政需要額については、地方公共団体の標準的な水準に

おける行政を行うために必要となる経費を反映するものであることに留意する

こと。 

（３）都市自治体においては、更なる歳出効率化に向けて、公共施設等総合管理計画

に基づく公共施設の更新・統廃合・長寿命化等に取り組んでいるところであるが、

これらが円滑に進められるよう、十分な財政措置を講じること。また、統一的な

基準による地方公会計の整備の促進についても、適切な財政措置を講じること。 

 

５．退職手当に係る地方債の特例の延長 

今後も職員の定員管理を進めていくうえで退職手当が著しく多額となり財政の

安定が損なわれる都市自治体が見込まれることから、退職手当に係る地方債の特例

については、平成 28 年度以降も延長すること。 

 

  


